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越後平野における生態系ネットワーク推進協議会 

規約（改定案） 

 

（目的・名称） 

第１条 越後平野において、河川、田園、里潟等の水辺の生物多様性の保全及び持

続可能な利用のため、多様な主体が連携・協働し、生態系ネットワークの形

成を推進するとともに、自然の価値や魅力を活かした地域の活性化を目指す

ことを目的として、｢越後平野における生態系ネットワーク推進協議会｣（以

下、協議会という）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会では、主に以下の事項について協議する。 

（１）越後平野における生態系ネットワーク形成の推進に関すること 

（２）越後平野における指標種の生息環境の保全、再生及び創出に関すること 

（３）越後平野の自然の価値や魅力を活かした地域の活性化、地域づくりに関す

ること 

（４）その他、前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織等） 

第３条 協議会は、別表に掲げる者によって構成する。ただし必要に応じ、委員を

追加することができる。 

２ 委員の任期は、委員就任の日から２年間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

３ 協議会には会長１名を置く。会長は、事務局の推薦によってこれを定め

る。 

４ 会長は協議会を代表し、協議会の円滑な運営と進行を総括する。 

５ 会長に事故等があった時には、事務局の推薦により職務代行者を定める。 

６ 協議会は、部会等の下部組織を置くことができる。 

 

（協議会の招集） 

第４条 協議会は、会長が招集する。 

２ やむを得ない理由で委員が協議会に出席できない場合は、代理出席を認め

る。 

３ 協議会は、必要に応じ、委員以外の関係者の出席を要請し、意見を聞くこ

とができる。 

 

（部会） 

第５条 協議会に「生息環境検討部会」及び「自然環境活用部会」を置く。 

２ 協議会規約第２条に掲げる事項を具体的に推進するため、必要に応じて、

部会に下部組織を置くことができる。 
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３ 生息環境検討部会においては、協議会規約第２条の内、指標種の生息環境

の保全、再生及び創出に関することなどを検討する。 

４ 自然環境活用部会においては、協議会規約第２条の内、指標種を活かした

地域の活性化、地域づくりに関することなどを検討する。 

５ 各部会の運営の必要な事項は、各部会で定める。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、国土交通省 北陸地方整備局 河川部に置く。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会の会議は原則として公開する。ただし、野生動植物の保護や個人情

報の保護等、公開により支障が生ずると予め想定される事項については、原

則として委員限りの取扱いとする。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長

が定める。 

 

附 則 

この規約は、令和元年７月２２日から施行する。 

令和４年２月１４日一部改定 

令和５年３月８日一部改定 

令和６年○月○日一部改定 

 


